
はじめに

e-AWBとは？

e-AWBとは、従来の紙の航空貨物運送状(Air Waybill：AWB)をデジタル化したものです。
e-AWBを利用することにより、貨物は目的地空港まで紙のAWBを伴わずに輸送されます。

e-AWBの運用について

e-AWBをご利用の場合、下記いずれかのスペシャルハンドリングコード(SPH)をデータ送信の際に
申告いただく必要がございます。

EAW：添付書類なしの e-AWB貨物(特定貨物確認書を除く)
EAP：危険物申告書( DGD)や混載パウチなど添付書類ありの e-AWB貨物 

e-AWBのメリット

効率性とスピード向上

従来の紙のAWBを印刷・搬入・保管する手間

がなくなり、コスト削減が期待できます

データ品質の向上

データ化されることにより正確性が向上し、

輸送トラブルを未然に防ぎます

環境負荷の低減

紙の使用量が削減されることにより、環
境への負荷を減らすことができます
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STEP2

電子データ
（FWB/FHL）

送信環境整
備

STEP1

IATA MeA
締結

e-AWB の開始には、IATAが提供する多社間 e-AWB協定(MeA)の締結が必要です。
MeA(Multilateral e-AWB Agreement)は、航空貨物運送状を電子化するための法的枠組みです。
本契約の締結により、ANAおよびその他締結済航空会社との間での契約が成立します。
詳細はこちら：https://www.iata.org/en/programs/cargo/e/eawb/multilateral/

電子データ送信のためのご準備をお願いいたします。主な方法は以下の通りです。

・貴社ITシステムとCCSサービスの組み合わせによるデータ送信：貴社IT部門にご確認ください。
・弊社ポータルを通じたデータ送信: 弊社ポータル
（https://prd.intcgo.ana.co.jp/anaicoportal/#/app）をご利用ください。

以下の2点を弊社営業にご提出ください。
　①FWB精度確認に使用するサンプルAWB（紙の写し、PDF等でご提出ください） 
　　※3か月以内に輸送され、電子データが送信されたもの
　②Activation Noticeのドラフト(Wordフォーマット) *記載方法は次ページ参照

①の情報をもとに電子データの精度チェックを行います。

データが必要な精度を満たしていることを確認したのち、弊社のサインを記入したActivation Noticeを返却
いたします。
契約が締結されると、紙のMAWBおよびHAWB書類なしで貨物を輸送することが可能となります。

STEP3

電子データ
精度確認

STEP4

契約締結
（e-AWB開始）
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e-AWB開始までの手続き

https://www.iata.org/en/programs/cargo/e/eawb/multilateral/
https://prd.intcgo.ana.co.jp/anaicoportal/#/app
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① 貴社情報をご記入ください

Company Name:
Contact Name:

Address:
Telephone:

E-Mail:

貴社名
ご担当者様のお名前
ご住所
お電話番号 
Eメールアドレス

③ e-AWBを開始する空港/都市の情報をご記入ください

貴社名
7桁のIATA 航空貨物代理店コード
または3レターコード
4桁のCASSコード（任意）
発地となる空港のコード
（複数記入可）
上記都市名
開始予定日（ご希望がある場合）
コメント（任意）

F/F and/or F/F Affiliate:
IATA Cargo Agent Code:

CASS Code:
Airport Code:

City Name:
Effective date:

Comment:

3

4

※すべて英語でご記入ください。
※IATAとのMeAをご締結の上、弊社より直接配券を受けて
いらっしゃるフォワーダー様からの申請に限りお受けいた
します。

② 貴社が IATAとMeAを締結した日付をご記入ください

2

④ Page 2,3へのご記入は不要です
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Activation Noticeの記入方法


